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秦野市規則第 1 号  

 

秦野市債権の管理等に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、秦野市債権の管理等に関する条例（平成１９年秦野市条

例第２５号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める。 

 （債権管理台帳の記録内容） 

第２条 条例第５条に規定する債権管理台帳（第７条に定める第１号様式をい

う。）は、所管部署ごとに作成するものとし、次に掲げる事項のうち、本市

が保有する債権の性質及び内容に応じて、必要な事項を納付遅滞の債務者ご

とに記録する。 

 (1) 債権の名称及び金額 

 (2) 債務者の住所、氏名（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所

在地及び名称並びに代表者の氏名）及び電話番号等の連絡先 

 (3) 債権発生の原因及び期日並びに納期限（分割納付（確定した債権に係る

納付金を分割する場合をいう。）の場合は、それぞれの納期限） 

 (4) 利率その他利息に関する事項 

 (5) 滞納処分の可否に関する事項 

 (6) 担保（保証人による保証を含む。）に関する事項 

 (7) 納付の方法及び状況並びに交渉経過及び財産状況 

 (8) 納付遅滞に係る延滞金、違約金その他の徴収金に関する事項 

 (9) 消滅時効の期間及び中断理由並びに時効援用の要否 

 (10) 徴収の停止並びに債権の消滅及び放棄に関する事項 

 （延滞金の減免の理由及び手続） 

第３条 納付遅滞であった納付金を納付した後に算出され、賦課される延滞金

について、条例第２７条の規定により減額又は免除することができるやむを

得ない理由その他特別な理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

 (1) 災害、盗難等によるやむを得ない事情があるとき。 

 (2) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により扶助を受けるとき。 

 (3) 破産手続開始の決定を受けた者又は解散した法人その他の団体で、やむ

を得ない事情があるとき。 
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 (4) 前３号に定めるもののほか、市長が減額し、又は免除することを適当と

認めるとき。 

２ 前項の規定により減額又は免除を受けようとするものは、延滞金減免申請

書（第７条に定める第２号様式をいう。）にその理由を明らかにする書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに減免の可否を審査

し、延滞金減免承認（却下）通知書（第７条に定める第３号様式をいう。）

によりその申請をしたものに通知する。 

（徴収の停止の期間） 

第４条 条例第１８条第２項（条例第２６条の規定により準用される場合を含

む。）に規定する規則で定める徴収の停止の期間は、消滅時効の期間が、２

年の債権については１年とし、５年又は１０年の債権については３年とする。

ただし、水道事業の給水関係により生じる債権については、消滅時効の起算

日から５年とする。 

（時効の援用を要しない債権） 

第５条 条例第２５条に規定する規則で定める時効の援用を要しない債権は、 

条例第２２条第１号から第４号までに規定するもののうち、本市の日常的な

事務の反復によって多数発生するものとして市長が指定する債権とする。た

だし、水道事業の給水関係により生じる債権については、指定しない。 

（未収金対策会議の設置） 

第６条 本市が保有する債権の適正かつ的確な管理等に資するため、庁内に未

収金対策会議を置く。 

２ 未収金対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 本市が保有する債権の管理等に係る企画、立案、調査等総合的かつ効果

的な対策の推進に関すること。 

 (2) 本市が保有する債権の管理等に係る関係部署との連絡調整、督励の方針

等に関すること。 

 (3) 前２号に定めるもののほか、本市が保有する債権の管理等のために必要

と認められる事項 

３ 未収金対策会議は、財務部長がその事務を統括する。 

４ 未収金対策会議の庶務は、財務部未収金対策担当が行う。 

 （様式） 
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第７条 この規則により使用する様式は、次の表のとおりとし、その内容は、

別に定める。 

 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 債権管理台帳 第２条 

第２号様式 延滞金減免申請書 第３条 

 第３号様式 延滞金減免承認(却下)通知書  第３条 

 

 

附 則 

 この規則は、平成２０年２月１日から施行する。 


